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気づいて！つないで！見守ろう！

消費者安全確保地域協議会の設置に向け積極的に取り組んでいただいた聖籠町において、
令和４年10月１日に「聖籠町消費者被害防止見守りネットワーク」が設置されましたのでご紹介
します。

新潟県では、｢消費者安全確保地域協議会｣の設置を進めています。

（高齢者等消費者被害防止見守りネットワーク）

速報！

聖籠町イメージキャラクター
「緑丸」

今回、協議会設置に至った経緯はなんですか？

消費者（特に高齢者）からの被害報告が、以前から町の高齢者担当部署
や包括支援センター、社会福祉協議会から寄せられていました。

そのため、消費生活センターとこれらの部署、及び町の防犯担当部署が
連携するための協議を行い、警察を加えた新たな組織を立ち上げることで
合意しました。

どんな方が構成員になっていますか？

「広報せいろう」10月号

高齢者と身近で関係が深い福祉、防犯、
警察の関係組織・団体の皆さんに構成員に
なっていただきました。
「広報せいろう」10月号にも掲載し、町民

の皆さんにもお知らせしました。

設置にあたり課題はありましたか？

協議会を設置済みの先行自治体の事例を
参考に構成員を検討しましたが、町の規模を
考慮して絞り込んだ結果、活動しやすい組織
にすることができたと思います。

また、既存の組織の活用については、所管
範囲が広がりすぎる懸念があったため新たな
組織とすることとし、設置要綱を策定し新規で
の設置となりました。

聖籠町さん、ありがとうございました！

協議会が設置されたことで、高齢者を中心
に町民の皆さんの見守り体制が強化され、
消費者被害防止が期待されますね。

「聖籠町消費者被害防止見守りネットワーク」ができました！
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悪質商法対策のため消費者安全確保地域協議会の活用に期待が高まっています

現在、霊感商法（開運商法）への対応強化の
ため、消費者庁では霊感商法等の悪質商法
への対策検討会が開催されています。

10月４日に開催された第６回の検討会では、
『霊感商法に関するトラブルは家族に関する
相談から始まるケースも多く、最初から“消費
生活センターに相談しよう”と思う消費者は少
ないため、地域の見守りネットワークを活用し
関係機関と連携して対処することが必要』と
いった意見も出されました。

霊感商法や開運商法の手口についてあらか
じめ知っておくことでトラブルを未然に防ぐこと
ができるかもしれません。あらためて協議会の
構成員間で情報共有したり住民に情報発信す
るなどして、トラブルの未然防止・拡大防止に
努めましょう。

研修会支援事業について

このリーフレットは国民生活センターのホームページ
から入手できます

県では、消費者安全確保地域協議会の設置促進及び活性化を図るため、地域の見守り関係
者間の連携強化に向けた研修会の企画や講師派遣の支援を行います。

＜活用例＞
協議会設置済み市町村において…
定例会議に講師を派遣し、協議会構成員向けに見守りのポイントを講義してもらう
協議会未設置の市町村において…
普段から高齢者等とつながりのある立場の方（地域包括支援センター職員や民生・児
童委員、社会福祉協議会の方など）を対象とした勉強会に講師を派遣し、最近の消費者
トラブルの具体例や周囲の気づきのポイントなどを講義してもらう
詳細は別途、市町村ご担当者様にお知らせしておりますので、ぜひご検討ください。

昨年度は新潟市消費者安全確保地域
協議会で弁護士の先生にご講演いただ
きました。
消費者ホットライン188への電話デモン
ストレーションや高齢者への声掛けの
ロールプレイングもあり、構成員の皆さん
の理解も深まったと思います。


